
議案第２０号 

 

北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例の制定について 

 

 北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例を次のように制定する。 

 

 

平成２２年２月２３日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４

条の規定に基づき、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、

分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法（昭和３３年

法律第７９号。以下「法」という。）第２条第７号に規定する排水区

域以外の区域から公共下水道に下水を排除することをいう。 

（分担金の徴収） 

第３条 分担金は、区域外流入を行おうとする建築物の敷地である土地

の所有者（当該土地が、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借に

よる権利（一時使用のため設定された地上権、質権又は使用貸借若し

くは賃貸借による権利を除く。）の目的となっているときは、それぞ

れ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人とする。）で、法第２４条

第１項の許可を受けたもの又は法第４１条の規定による協議が完了し

たもの（以下「所有者等」という。）から徴収する。 



 （分担金の額） 

第４条 分担金の額は、建築物の敷地である土地１平方メートル当たり

４５０円とする。 

 （分担金の徴収方法） 

第５条 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が分担

金を一括して納付することが困難であると認めるときは、この限りで

ない。 

２ 分担金の納付の期限は、法第２４条第１項の許可の日又は法第４１

条の規定による協議が完了した日の属する月の翌月の末日とする。 

 （分担金の減免） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地に係る所有者等に

ついては、分担金を減免することができる。 

 ⑴ 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供すること

を予定している土地 

 ⑵ 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 

 ⑶ 前２号に掲げる土地のほか、その状況により、特に分担金を減免

する必要があると認める土地 

 （延滞金） 

第７条 市長は、分担金について地方自治法第２３１条の３第１項の規

定による督促をした場合においては、当該督促に係る分担金の額にそ

の納付の期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年１４．６パーセ

ント（納付の期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じた金額に相当する延滞金を加算し

て徴収するものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 



議案第２０号参考資料 

 

北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規則 

 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例（平

成２２年条例第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （分担金の算定基準） 

第２条 分担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただ

し、市長がこれにより難いと認めたときは、実測によることができる。 

 （分担金の決定通知等） 

第３条 市長は、分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及びそ

の納付の期限等について、公共下水道区域外流入分担金決定通知書兼

納入通知書（様式第１号。以下「通知書」という。）により、所有者

等に通知するものとする。 

 （端数計算） 

第４条 分担金の確定金額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

２ 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金

の額に１，０００円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が

２，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てるものとする。 

３ 延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額

が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てるものとする。 

 （分担金の減免） 

第５条 条例第６条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、通

知書を受け取った日から１４日以内に公共下水道区域外流入分担金減

免申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 



２ 市長は、申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、公

共下水道区域外流入分担金減免決定通知書（様式第３号）により申請

者に通知するものとする。 

 （委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

（表） 

公共下水道区域外流入分担金決定通知書兼納入通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

北本市長          印  

 

公共下水道区域外流入分担金の額を次のとおり決定したので、北本

市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規則第３条の規定により

通知します。 

 

年度 整理番号 納入書番号 
１平方メートル当たりの分

担金の額 

年度   ４５０円

土地の所在地 北本市 

地 目  地 積 ㎡

分担金の額 円 納付の期限 年 月 日

 



 

（裏） 

公共下水道区域外流入分担金について 
 

１ この分担金は、北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例に基
づき徴収するものです。 

２ この分担金は、一括して納付の期限までに納めてください。 
３ この分担金を納付の期限までに完納しないときは、その分担金の

額に納付の期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年１４．６パ
ーセント（納付の期限の翌日から１月を経過する日までの期間につ
いては、年７．３パーセント）の割合を乗じた金額に相当する延滞
金が加算されます。 

４ 異議申立てについて 
   この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３０日以内に、北本市長に対して異議申
立てをすることができます。 

   ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３
０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過
したときは、異議申立てをすることができなくなります。 

５ 取消訴訟について 
   この処分の取消しの訴えは、４の異議申立てに対する決定を経た

後に、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、北本市を被告として提起しなければなり
ません。この場合、当該訴訟において北本市を代表する者は、北本
市長です。 

   ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の
翌日から起算して６月以内であっても、当該異議申立てに対する決
定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの
訴えを提起することができなくなります。 

   なお、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、当該異議
申立てに対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 
⑴ 異議申立てがあった日の翌日から起算して３月を経過しても決

定がないとき。 
⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
⑶ その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

６  そ の 他 不 明 な 点 は 、     部    課   担 当  電 話    
にお問い合わせください。 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

公共下水道区域外流入分担金減免申請書 

 

年  月  日  

 

（あて先）北本市長 

 

        住所 

    申請者 氏名 

        電話 

 

公共下水道区域外流入分担金について次のとおり減免を受けたいの

で、北本市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規則第５条第１

項の規定により申請します。 

 

減免を受けたい土地の表示 

土地の所在地 地目 地 積 分担金の額 
減免を受

けたい額 

北本市  ㎡ 円 円

減免を受けたい理由 

  備考 この申請書は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書兼納

入通知書を受け取った日から１４日以内に提出してください。 



様式第３号（第５条関係） 

（表） 

公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

北本市長          印  

 

年  月  日付けで申請のありました公共下水道区域外

流入分担金に係る減免申請について次のとおり決定したので、北本市

公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規則第５条第２項の規定に

より通知します。 

 

 １ 減免する。 

減免をする土地の表示 

土地の所在地 地目 地 積 分担金の額 減免後の額

北本市  ㎡ 円 円

 

２ 減免しない。 

理由 

 



 

（裏） 

１ 異議申立てについて 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３０日以内に、北本市長に対して異議申立て

をすることができます。 

  ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３０

日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過した

ときは、異議申立てをすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、１の異議申立てに対する決定を経た後

に、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から

起算して６月以内に、北本市を被告として提起しなければなりません。

この場合、当該訴訟において北本市を代表する者は、北本市長です。 

  ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内であっても、当該異議申立てに対する決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。 

  なお、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、当該異議申

立てに対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

⑴ 異議申立てがあった日の翌日から起算して３月を経過しても決定

がないとき。 

⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避け

るため緊急の必要があるとき。 

⑶ その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 

 


